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第 1章 空家等対策計画の策定にあたって 

１．背景 

 近年、地域における人口及び世帯数の減少や既存の住宅の老朽化、社会的ニーズの変

化に伴い、使用されていない住宅・建築物等が増加傾向にあり、今後も少子高齢化や核

家族化等の進行を受け、増えることが見込まれています。 

 適切な管理が行われないまま放置されている空家等は、防災・防犯・安全・環境・景

観の阻害等多岐にわたる問題を生じさせ、ひいては地域住民の生活環境に悪影響を及ぼ

しているものもあり、早急な対策の実施が求められています。 

 国は、この空家問題の抜本的な解決策として平成 27 年 5 月に「空家等対策の推進に

関する特別措置法」（以下、「法」という。）を施行し、危険な放置空家について、各自治

体に立入調査の権限を付与し、所有者に修繕や撤去などの勧告、命令を行えるほか、最

終的に行政代執行による撤去もできることを定め、空家等に関する施策を総合的かつ計

画的に推進していくこととしています。 

 本町においても、平成 28 年度に町が行った「南小国町独自空き家実態調査」の結果、

町内に 95 件の空き家が確認されたのに対し、令和 7年度空家等実態調査（以下、「令和

7 年度実態調査」という。）において、139 件の空き家が確認されており、本町の高齢化

率や人口の推移を基に予測すると、これまで以上に積極的な対策を速やかに講じなけれ

ば今後も一層増え続けると考えられます。 

 

２．計画の位置づけ 

 上記の背景を踏まえ、本町の実情に合わせた空家等対策を総合的かつ計画的に実施す

るため、法第 6条の規定により「南小国町空家等対策計画」（以下、「本計画」という。）

を策定します。 

 なお、本計画は、第 4 次南小国町総合計画との整合性を図りながら推進していきます。 

 

３．対象地区 

令和 7年度実態調査の結果、問題となる空家等は概ね町内全域に分布していることが

確認されたことから、本計画における空家等に関する施策を実施する対象地区は、「南

小国町全域」とします。 

 

４．対象とする空家等の種類 

 本計画で対象とする空家等の種類は、法第 2条第 1項の規定による「空家等」及び法

第 2条第 2 項の規定による「特定空家等」とし、活用促進の観点からそれらを除去した

場合の跡地についても対象とします。 
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【空家等（法第 2 条第 1 項）】 

建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないこ 

とが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む）。ただし、 

国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものは除く。 

 

【特定空家等（法第 2 条第 2 項）】 

そのまま放置すれば、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく 

衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく 

景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが 

不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

 

※「空家等」に関する補足説明 

①「居住その他の使用がなされていないことが常態である」 

建築物等が長期間にわたって使用されていない状態をいい、例えば概ね年間を通 

  して建築物等の使用実績がないことは１つの基準となると考えられている。 

②「長屋」や「集合（共同）住宅」の場合 

長屋や集合（共同）住宅については、当該住宅内の全ての住戸が空家となった場 

  合に、当該住宅は「空家等」に含まれ得ることとなる。 

 

５．計画期間 

本計画の計画期間は、令和 8 年 1 月から令和 13 年 3 月までの５年間とし、社会情勢

の変化等必要に応じて内容を見直します。 

  



3 

 

第２章 空家等の現状と課題 

１．本町の状況 

本町の総人口は、昭和 30 年の 7,761 人をピークに減少を続けており、平成 2 年に

5,000 人を割り込み、平成 22 年には 4,429 人となり、ピーク時の 6 割弱となっていま

す。令和 7年 4 月 1日現在の人口が 3,758 人（住民基本台帳）で、国立社会保障・人口

問題研究所の推計値によると 2050 年には 2,473 人まで減少する見込みです。 

一方で、世帯数は増加傾向にあることから、一世帯当たりの世帯員は減少傾向にあり、

昭和 30 年には 5.61 人であった世帯員も令和 2年には 2.2 人と半数以下となり、今後も

減少することが予想されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1：南小国町における人口・世帯数・世帯員の推移 

総務省統計局国勢調査の結果を基に作成 
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２．本町の空家等の現状 

 総務省統計局が行っている「住宅・土地統計調査」（表 2 参照）によると、令和 5 年

時点で、全国の総住宅数は約 6,504 万戸で、平成 30 年から約 264 万戸（4.1％）増加し

ています。このうち空き家の数も約 900 万戸と約 51 万戸(5.7％)増え、空家率は 13.8％

と過去最高になっています。 

 また、熊本県内では、住宅総数が約 85 万 1 千戸と 5 年前から約 3 万 7 千戸（4.4％）

増加し、空家数は約 12 万 7 千戸、空家率は 14.92％と依然として、全国に比べても空家

率が高い状況となっています。 

本町においては、「令和 7 年度実態調査」（表 3参照）により、139 戸の空き家が確認

され、程度の重い C 及び D 判定が全体の 25.9％を占めており、今後も増えることが予

想されます。 

また、近年では、住民から空き家の老朽化による倒壊等のおそれを指摘する声も寄せ

られており、早急な対策が求められています。 

 

表 2 総務省統計局による「住宅・土地統計調査」の結果概要 
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表 3 令和 7 年度空家等実態調査結果による老朽度・危険度状況数 

大 字 
空家数

（戸） 

空家等実態調査による空家数と老朽度・危険度状況数（戸） 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ その他 

赤馬場 40 29 7 3 1 0 

中 原 41 20 10 11 0 0 

満願寺 58 21 14 19 2 2 

合 計 139 70 31 33 3 2 

判定率 100% 50.4% 22.3% 23.8% 2.1% 1.4% 

 

A：建物に目立った腐朽破損はない状態であり、今後の利活用が見込まれるもの 

B：外壁や屋根、窓等に腐朽箇所が認められるが、一部修繕すれば利活用が見込まれる

もの 

C：建物の傾き、外壁、屋根等の腐朽箇所が著しく、倒壊のおそれが認められるもの 

D：C 判定でかつ倒壊した場合、隣接建物又は前面道路の通行に影響があるもの 

 

３．本町の空家等における課題 

 本町における空家等の課題については、大きく次の 4項目が挙げられます。 

 

（１）空家等の実態把握ができていない 

空家等の実態について、本町においては、令和 7年度実態調査で町内に存在する空家

等の数や所在地の把握を行っています。しかし、空家等の発生や状況は刻々と変化して

いくため、所有者等の動向も踏まえたはっきりとした空家等の実態が把握できているわ

けではありません。そのため、所有者等に対する空家等の管理や処分に関する意向や、

全体としては空き家ではないが、同じ敷地内にある一部の家屋（離れ等）が使用されて

いないケースなど、今後の動向を把握するためにも、より詳細な調査を引き続き行うこ

とが必要と考えられます。 

また、高齢者のみが居住する家屋等、近い将来空き家になるリスクが高い、いわゆる

「空き家予備軍」についても今後を見据え、可能な限り把握しておくべきものと考えら

れます。 

 

（２）所有者等により適切に管理されていない家屋が増えている 

近年では、所有者等が町内を離れてしまったことや、町外居住者への相続、複数の相

続人への持分相続等により適正に管理されていない家屋が増えてきています。その要因

として、所有者等が「自己所有している家屋等に関心を持たず、管理や処分等の意思も

ない」、「所有する家屋等に対する関心や管理・処分等の意思を有しているが、その方法

がわからない」、又は、「所有する家屋等に対する関心や管理・処分等の意思を有してい

るが、管理・処分の費用を負担することができない」等が考えられます。適正に管理さ



6 

 

れていない家屋等は、将来的に空家等になるリスクが高いため、所有者等が適切に管理

を行うよう啓発していくことが必要と考えられます。 

 

（３）利活用における需要と供給のミスマッチが生じており、再利用が進まない 

空家等の利活用に向けて本町で行っている、南小国町空き家情報登録制度「空き家バ

ンク」の情報を見に来る方は、比較的、賃貸物件を探している方が多いのに対し、現状、

登録物件のほとんどが別荘の売買物件であるため、契約成立に至らないケースが多いと

考えられます。また、令和 7年度実態調査において発覚した空家等の多くは、間取りが

大きく家族向けの物件であるのに対して、移住希望者や空き家バンク利用希望者の多く

が核家族である点でもミスマッチが生じています。 

 

（４）空家等対策を推進する体制が不十分である 

現在、空家等に関する相談窓口を設置していますが、空家等に対する相談等は、所有

者等の状況により抱える問題が多岐に渡るため、相談内容に応じた関係課との更なる連

携体制を構築することが必要と考えられます。また、実効性のある対策を講じるために

は、地域住民や専門家を交えて意見及び協議を踏まえ、取り組みを推進していく必要が

あります。 

  



7 

 

第３章 空家等対策に関する基本的な方針 

１．空家等対策に関する基本方針 

 空家等がもたらす課題を解決し、安全・安心な住環境の形成と地域活性化を図ってい

くために、関係機関等と連携・協力し、次の 6つの基本方針のもとに空家等対策を推進

します。 

 

（１）空家等の実態調査 

 令和 7 年度実態調査の結果をもとに、地域住民と連携し、地域に新たに発生した空家

等の情報収集を行い、データベース化し、それを定期的に更新することにより空家等の

情報を的確に把握していきます。なお、新たに所有者等の意向調査を実施し、必要に応

じて「空き家バンク」への登録促進や利活用等に関する相談にも応じていきます。 

また、住民の情報提供により発覚した空家等についても、現地調査や専門家による危

険度判定調査等を行い、実態把握及び特定空家等に対する措置を行う際の基礎資料とし

ていきます。さらに、高齢者のみが居住する「空き家予備軍」についても、可能な限り

把握し、新たな空家等の発生予防に活かしていきます。 

 

（２）新たな空家等の発生予防 

家屋を所有する住民が、自らその所有や管理を行うことが難しくなる事態が生じ得る

ことを自覚し、それに備えて、親族や身近な方と話し合い、相続や贈与、処分等の検討

を自発的に行うように、町の有する広報媒体をフル活用して啓発を進めていきます。 

また、居住している住宅に継続して住み続けられるよう、住宅リフォーム補助金を活

用した既存住宅の質の向上を促進するなどし、将来の空家等の発生を可能な限り未然に

防止していきます。 

 

（３）空家等の適切な管理の促進 

 空家等の老朽化を防ぐためには、定期的な維持管理を行うことが不可欠です。空家等

の所有者等に対し、管理責任が所有者等自身にあることをしっかりと認識してもらうと

ともに、空家等の管理や処分に関する理解を深め、適切な管理を促すために、広報誌や

ホームページ、納税通知書等の町からの通知等を活用してこれらに関する情報（「相談

窓口」や「空き家バンク」等を含む）を提供するとともに、相談窓口の設置や専門家に

よる相談会の開催などにより、個別の相談にも対応していきます。 

 

（４）管理不全な空家等に対する対策 

 管理不全な空家等は、周囲の生活環境や景観に悪影響を及ぼしている可能性が高く、

町民生活の安全・安心を確保し、不安を払拭するためにも、所有者等に対して発生して

いる問題を解決し、適切に管理するよう働きかけていく必要があります。そのため、空

家等の所有者等に対して、実態調査の結果をもとにした改善要請や、助言・指導、勧告、

命令、代執行等、関係法令に基づく措置の実施及び自主的な除去等を促していきます。 

 また、雑草の除去や立木の伐採等が必要な場合は、シルバー人材センター等の専門事
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業者を紹介するなど必要な情報提供を行い、空家等を解体する場合に経費の一部を補助

するなどの支援策についても検討していきます。 

 

（５）空家等及び跡地の利活用の促進 

所有者等に対して、「空き家バンク」や「空き家活用住宅事業」、「南小国町民間賃貸住

宅確保プロジェクト補助金」等を活用した空家等及び跡地の利活用を促すとともに、所

有者等の意向調査の結果を踏まえた情報提供等の支援策も検討していきます。 

 また、需給のマッチングを促進するため、空き家バンクへの登録時の助言等による賃

貸物件の充実を図るほか、リフォーム等に関する制度の拡充等も検討していきます。 

なお、利活用の促進に当たっては、空家等又は跡地を利活用される方が、地域外に居

る又は地域外から転入するケースが多いと考えられるため、こうしたケースでは、利活

用される方が地域になじみ、受け入れられるよう支援し、利活用が地域コミュニティに

おける不和や混乱の要因になることなく、逆に地域活性化の原動力となるよう注力して

いきます。 

また、リフォームや建て替えが行われる場合には、できる限り地元産の木材や地元事

業者が活用されるよう働きかけ、地域経済の活性化にもつなげていきます。 

 

（６）空家等対策の体制の整備 

 空家等がもたらす問題は、環境や防災、建築等多岐にわたることから、関係部署や関

係機関が効果的に連携し、空家等対策に対応できるよう「相談窓口」と「庁内推進体制」

を整備するとともに、令和 2 年度に設立した「空家等対策協議会」における議論を踏ま

え、対策を着実に進めていきます。 

 また、空家対策と移住定住促進は、併せて取り組んでいくことが効果的であるため、

これらを併せて一元的に取り扱うことができるよう、専属の人員を配置することも視野

に入れて、必要な対策をしっかりと構築していきます。 

  



9 

 

第４章 空家等対策の取組み 

１．実態把握・意向調査 

空家等の状況は刻々と変化していくため、令和 7年度実態調査の結果をもとに、自治

会や地域住民と連携し、地域に新たに発生した空家等の情報収集を行い、データベース

化による空家等情報の適切な管理に努めます。また、既存の空家等の情報に限らず、近

い将来に空家等になってしまうおそれのある建築物等（空き家予備軍）についてもデー

タベース化することにより、空家等の発生を未然に防ぐ取り組みに結び付けます。 

なお、町内全域を対象にした空家等実態調査や所有者等意向調査を継続して実施する

とともに、住民の情報提供により発覚した空家等についても、現地調査や専門家による

危険度判定調査等を行い、実態把握及び特定空家等に対する措置を実施します。 

 

（１）空家等に関する実態調査 

空家等対策計画における空家等に関する実態調査を以下のとおり実施します。 

 

調査名 概 要 

空家等概要調査 

対象：町内全域の建築物等 

目的：令和 7年度実態調査の結果を基に、町内全域の空家等・空き

家予備軍の件数、位置、大まかな状態及び所有者等の連絡先

を把握し、空家等対策の基礎資料とする 

時期：年 1 回程度 

手法：町内全行政区の各組長へのアンケート調査及び聞取調査 

   別荘地の管理組合代表者へのアンケート調査及び聞取調査 

所有者等意向調 

査 

対象：概要調査で空家等・空き家予備軍と想定される物件の所有者 

目的：概要調査の結果を受けて、空家等・空き家予備軍と想定され

る物件の所有者等の意向（活用、管理又は処分）を把握し、

空家等対策の基礎資料とする 

時期：2年に 1回程度 

手法：所有者等へのアンケート調査及び聞取調査 

空家等現地調査 

（外観調査） 

対象：所有者等意向調査で判明した空家等・空き家予備軍 

目的：空家等・空き家予備軍の状況（老朽度・危険度・活用可能性

等）を可能な限り詳細に把握し、所有者等への改善通知や情

報提供を行うための基礎資料とする 

時期：2年に 1回程度 

手法：所有者等の協力を得て、現地調査を実施。所有者等の協力が

得られない場合には、法令上問題のない範囲で外観目視や周

辺住民からの聞き取り等による現状確認調査 
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空家等危険度判

定調査 

（外観調査） 

対象：空家等現地調査の結果、特定空家等と認められる可能性のあ   

る空家等 

目的：専門家により外観での空家等の状況を調査し、特定空家等と 

判断するための基礎資料とする 

時期：適宜 

手法：熊本県建築士事務所協会に依頼し、調査票に基づいた調査 

立入調査 

（内観調査） 

対象：外観での特定空家等の判断が困難な空家等 

目的：外観での危険度判定が困難な場合に、空家等の内観の状況を 

調査し、特定空家等と判断するための基礎資料とする 

時期：適宜 

手法：熊本県建築士事務所協会に依頼し、実際に空家等の敷地内に 

立ち入って行う現地調査 

※ 調査に入る場合にはその 5 日前までに所有者等に対して文書で

通知を行う 

 

※ 空き家予備軍とは 

 概ね 70 歳以上の単身者のみが居住する住家、または 75 歳以上（後期高齢者）の方々のみ

が居住する住家で、将来的に空家等になる可能性が高いと想定される建物等をいう。 
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 ■空家等に関する実態調査の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査結果を

基に判定

空家等・空き家予備軍と

想定される物件の抽出

危険性

無し

危険性

無し
外観上

危険性

有り

内観上危険性

有り

適正な管理・利活用の

意向有り

適正な管理・利活用の

意向無し

外観上危険性有り 外観上危険性無し

外観のみでは

判断が困難

①空家等概要調査

対象：南小国町内全域の建築物等

②所有者等意向調査

対象：①で抽出された物件の所有者

③空家等現地調査（外観調査）

対象：②で抽出された空家等・空き家予備軍

④空家等危険度判定調査（外観調査）

対象：③で抽出された特定空家等に認められる

可能性のある空家等

※専門家による調査

⑤立入調査（内観調査）

対象：④での特定空家等の

判断が困難な空家等

※専門家による調査

特定空家等

空家等対策協議会にて協議

必要に応じて「空

き家バンク」等の

利活用に向けた

情報提供

空家等に関する

データベースの

作成
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■「空家等危険度判定調査」に係る調査票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【空家等危険度判定調査票（１／２）】

所在地

調査日

該

当

非

該

当

判

別

不

明

対

象

外

危険度判定調査票（案）

壁体を貫通する穴が生じている

外壁の仕上材料が剥落、腐敗又は破損し、下

地が露出している

外壁のモルタルやタイル等の外壁材に浮きが

生じている

屋根が変形している

屋根ふき材が剥落している

軒の裏板、たる木等が腐敗している

軒がたれ下がっている

雨樋がたれ下がっている

基礎が破損又は変形している

土台が腐敗又は破損している

基礎と土台にずれが発生している

柱、はり、筋かいが腐敗、破損又は変形して

いる

柱とはりにずれが発生している

調査区分

建築物の著しい傾斜

建築物の構造耐力上主要な部

分の損傷等

屋根、外壁等が脱落、飛散等

するおそれ

調査項目

基礎及び土台

柱、はり、筋かい、

柱とはりの接合等

屋根ふき材、ひさし又は軒

外壁

整理番号

基礎に不同沈下がある

調査内容

判定

令和   年   月   日 調査者 ㊞

柱が傾斜している
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【空家等危険度判定調査票（２／２）】

該

当

非

該

当

判

別

不

明

対

象

外

判定

屋根、外壁等が脱落、飛散等

するおそれ

基礎及び土台

基礎に不同沈下がある

柱が傾斜している

基礎が破損又は変形している

土台が腐敗又は破損している

【所見】

柱、はり、筋かい、

柱とはりの接合等

基礎と土台にずれが発生している

柱、はり、筋かいが腐敗、破損又は変形して

いる

屋根ふき材、ひさし又は軒

柱とはりにずれが発生している

屋根が変形している

擁壁が老朽化し危険となるお

それ

擁壁表面に水がしみ出し、流出している

水抜き穴の詰まりが生じている

ひび割れが発生している

調査区分 調査項目 調査内容



14 

 

（２）空家等に関するデータベースの整理 

（１）の「空家等に関する実態調査」により取得した情報及び法第 12 条の情報の提

供又は法第 14 条の措置の実施状況をデータベース化し、空家等管理台帳として整備し、

空家等情報の適切な管理に努めます。また、関係各課での情報共有、有効活用する仕組

みを構築します。 

なお、空家等管理台帳に記載する情報は次のとおりとします。 

 

① 空家等基本情報（所在地、建物種類、階数、構造等） 

② 所有者特定情報（土地・建物所有者等の住所、連絡先等） 

③ 現地調査情報（老朽度、周辺への影響、維持管理の状態） 

④ 所有者の意向情報 

⑤ 空家等利活用の情報提供等の履歴 

⑥ 適切な管理のための助言や指導等の履歴 
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■空家等管理台帳 
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２．新たな空家等の発生予防 

 新たな空き家が発生するパターンとしては、持ち家に住む独居高齢者が入院又は施設

入所し、長期間使用されなくなるパターンが多いと考えられます。こうしたパターンで

一旦空き家になってしまうと、新たな管理者が見つかることなく老朽化が進行していく

可能性が非常に高くなります。そのため、建物が使用され、居住者が健在なうちに、現

居住者が住めなくなった場合にどうするのかを現居住者やその親族等にきちんと考え、

しかるべき対応策を講じてもらえるよう次のとおり取り組み、新たな空家等の発生の未

然予防に努めます。 

 

（１）広報誌やホームページ等を使った情報発信 

 定期的に発行される広報誌や町のホームページ、ケーブルテレビ等を活用し、空家等

の発生する要因や空家を放置するリスク等を具体的な事例を交えて説明し、リスク等に

適切に備え、リスクを低減するための対策に関して有用な情報（家族会議の実施、「空

き家バンク制度」、相談窓口、相続に関する専門家相談機会など）を継続的に提供して

いきます。 

 

（２）既存家屋の長期的な利活用の促進 

 新たな空家等を発生させないためには、既存家屋を長期的に利活用できる状態に保つ

こと、既存家屋が居住者不在にならないことが重要であるため、居住者の身体機能が低

下しても、住み続けられるよう又、現居住者が住めなくなっても新たな居住者が見つか

るよう、住宅リフォーム補助金の充実等により住家の質の向上を図ります。 

また、居住者がいる段階から「空き家バンク制度」など利活用に向けた情報を提供し、

居住者がいなくなった後の利活用に向けて働きかけ、家屋が居住者不在にならないよう

支援します。 

 

３．空家等の所有者等による適切な管理の促進 

個人の財産である空家等の適切な管理は、第一義的には所有者等が自らの責任におい

て行うことが原則です。管理不全のまま放置されることを防止するためには、所有者等

にこのこと（管理責任）を自覚してもらい、適切な管理又は処分を促していく必要があ

ります。そこで、次の取組みにより所有者等の自覚や理解を深め、所有者等自身による

適切な管理に繋げていきます。 

 

（１）所有者等への啓発 

空家等が放置されるのは、所有者等の自覚がなかったり、管理者意識が乏しいことが

要因に考えられます。例えば、所有者等の死後、複数人の相続者がいる、遠方の居住者

が所有者等になっているパターンがあります。所有者等が自ら管理者として自発的に行

動してもらうために、広報誌やホームページ、ケーブルテレビを活用し、空家等の適切

な管理について、活用できる支援策（「空き家バンク制度」など）も含めて広く啓発を行

います。また、実態調査の結果を踏まえて、空家対策に関する情報を掲載したリーフレ
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ットを作成し、個別に空家等又は空き家予備軍の所有者等に送付し、管理者意識を醸成

していきます。 

 

（２）相談体制の整備 

空家等の放置される背景として、家屋の管理や処分に関して、必要な知識や財力が不

足していたり、相談できる相手がいなかったりするケースも少なくないと考えられます。 

そのため、空家等に関する相談窓口を役場内に設置し、このような事情を持つ方の個

別相談に対応します。空家等の相談は多岐にわたることから、内容に応じて庁内の関係

課局、南小国町空家等対策協議会及び関係団体と連携、相談し、相続者の課題解決を支

援します。 

また、必要に応じて司法書士等の専門家を招いた空家等に関するセミナー又は相談会

の実施や、定期的に開催される無料法律相談の紹介を行い、所有者等による適切な管理

を促します。 

 

４．管理不全な空家等に対する対策 

 管理不全な空家等は、危険性や周囲への生活環境や景観に悪影響を及ぼしている可能

性が高く、町民生活の安全・安心を確保し、不安を払拭するためにも所有者等に対して、

発生している問題を是正してもらう必要があります。 

このようなことから、空家等又はその所有者等に対する次の取組みを推進します。 

 

（１）所有者等への情報提供及び改善要請 

周辺住民や地域からの情報提供により、特定空家等に該当する可能性があると考えら

れる場合であっても、直ちに法に定められた措置を実施するのではなく、所有者自らの

意思による改善を図るための支援策（「５.空家等及び跡地の利活用の促進」に掲げるも

の）や家屋の管理を委託できる事業者などの情報提供や改善要請を行います。また、把

握した所有者等の事情を勘案し、独力での解決が困難と認められる場合には、解決に向

けて具体的な対応策を検討していきます。 

 

（２）特定空家等の認定 

 特定空家等に対する措置は、命令、行政代執行といった強い公権力の行使を伴う行為

が含まれることから客観的に特定空家等の判断をするため、国が定めたガイドラインを

もとに空家等の物的状態が以下の①～④に該当するか否かを判断するとともに、当該空

家等がもたらす周辺への影響の程度について考慮し、空家等対策協議会で総合的に判断

し、特定空家等と認定します。（Ｐ21 のフロー図参照） 

 なお、①については、専門的知識を有する建築士事務所協会に依頼して、空家等危険

度判定調査を実施します。 
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＜特定空家等の判断基準＞ 

① そのまま放置すれば、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

② そのまま放置すれば、著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

③ 適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっている状態 

④ その他周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切である状態 

 

 また、特定空家等に認定される前段階において、空家等が適切な管理が行われていな

いことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態

にあると認めるときは、「管理不全空家等」としての指定も視野に、空家等対策協議会

で情報共有を行い、事前の対応策を協議していきます。 

 

（３）特定空家等に対する措置 

 特定空家等と認定したものについては、国の定めるガイドラインに基づき、以下の措

置を段階に応じて実施します。なお、措置を講じる場合の通知等については、確知でき

る所有者等全てに対して行い、同意を得る必要があります。 

 

①助言・指導 

情報提供や改善要請に関わらず、管理不全な空家等を放置し続ける所有者等に対し 

ては、法に定められた除去、修繕、立木の伐採等の措置の助言または指導を行います。 

 

②勧告 

助言または指導を行った場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されない 

と認めるときは、特定空家等の所有者等に対し、相当の猶予期限（※）を設け、必要 

な措置を取ることを命ずるための勧告を行います。 

なお、勧告を講ずることにより、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外され 

ることから、税務課と十分な連携を図るとともに、所有者等にもその旨お知らせしま 

す。勧告後に、特定空家等の状態が改善されたと認められる場合は、家屋または宅地 

等の現況について、速やかに税務課に情報提供を行います。 

 

■固定資産税等の住宅用地特例の除外措置 

特定空家等と判断され、勧告を受けた場合、固定資産税の住宅用地特例の対象から 

除外されます。 

〇小規模住宅用地（住宅の敷地で２００㎡以下の部分） 

  固定資産税 １／６ 

〇一般住宅用地（住宅の敷地で２００㎡を超える部分） 

  固定資産税 １／３ 

 

③命令 

勧告を受けた当該特定空家等の所有者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措 

置を取らなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、事 
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前に意見を述べる機会を設けたうえで、相当な猶予期限（※）を設けて、必要な措置 

を講じるよう命令します。 

 

④代執行 

命令を受けた当該特定空家等の所有者等が、その命令に係る措置を履行しないとき、 

履行しても十分でないとき、又は履行してもその履行期限までに完了する見込みがな 

いときは、行政代執行法の定めるところに従い、代執行を行います。また、所有者等 

が確知できない場合は、法第 14 条第 10 項の規定により実施します。 

なお、命令、行政代執行の実施については状況に応じて適宜、空家等対策協議会を 

開催し、協議します。 

 

※相当の猶予期限とは・・・勧告又は命令を受け者が措置を行うことにより、その周辺の生活環境への

悪影響を改善するのに通常要すると思われる期間を意味する。具体的な期間は対象となる特定空家等の

規模や措置の内容等によって異なるが、おおよそのところは、物件を整理するための期間や工事の施行

に要する期間を合計したものを標準とすることが考えられる。 
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■「特定空家等に対する措置」の流れ 
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（４）所有者等不明空家等への対応 

 空家等の中に所有者等の所在が調査しても判明しなかったり、相続人がいなかったり、

相続人全員が相続放棄したりしているなど、所有者等が不明または存在しないケースも

あり得ます。所有者等が存在しない空家等は民法の定めにより、国に帰属する財産とな

ります。しかし、そういった空家等の多くは、管理不全な状態が長く、周辺地域への影

響が懸念されることから、「不在者財産管理人制度・相続財産管理人制度」の活用によ

り必要な措置を行うことも視野に入れ、空家等対策協議会において対応を協議し、個別

の状況に応じた対策を検討していきます。 

 

（５）他法令による諸規制 

 管理不全な空家等に対しては、空家対策関係法令に限らず、建築基準法（昭和 25 年

法律第 201 号）、消防法（昭和 23 年法律第 186 号）、道路法（昭和 27 年法律第 180 号）

及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）等現行法令に基づ

く助言や指導等を行うとともに、条例に基づく環境保全の指導等目的に沿って適切に措

置を実施していきます。 

 

他法令による諸規則 

 

 対象・状況 措 置 

建築基準法 

著しく保安上危険であり、または

著しく衛生上有害と認められる建

築物 

除去、修繕等保安上または

衛生上必要な措置を命令 

消防法 
屋内外において、火災の予防上危

険と認める状態 

みだりに存置された燃焼の

おそれのある物件の除去等

を命令 

道路法 

道路の構造または交通に支障を及

ぼすおそれのある工作物等ある場

合 

工作物等の除去その他必要

な措置を命令 

廃棄物の処理及び 

清掃に関する法律 

廃棄物の不法投棄などにより生活

環境の保全上支障がある場合 

支障の除去、防止に必要な

措置を命令 
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５．空家等及び跡地の利活用の促進 

 所有者等に対して空家等及び跡地の利活用を促すため、次のとおり情報提供や各種支

援に取り組みます。また、行政が所有者等に代わり、主体となって行う利活用や除却を

行う取組みについて検討を進めます。 

 

（１）情報提供（マッチング支援） 

 ・南小国町空き家情報登録制度「空き家バンク」の紹介 

   所有者等の意向により売却や賃貸を希望する物件については、「空き家バンク」 

の紹介を行い、町のホームページに掲載し、購入・利用希望者等とのマッチングを 

支援します。 

 ・地域住民のニーズへの対応 

   地域住民からの要望により、地域交流、地域活性化、福祉サービスの拠点など地 

域貢献について利活用可能な空家等については、所有者等の意向を踏まえ、地域住 

民に情報を提供します。 

 ・相談会の実施及び無料法律相談の紹介 

   司法書士等の専門家を招いた相談会の実施や、定期的に開催される無料法律相談 

の紹介を行い、家屋の管理者の選定や所有権の相続等が円滑に行われるよう支援し 

ます。 

 ・移住定住促進（地域コミュニティ定着）に向けた対応 

   空家等や跡地を利活用しようとする移住希望者等が現れた場合、必要に応じて、

あらかじめ移住希望者等に希望する地域コミュニティについての情報を提供し、受

け入れる地域の方にも、移住希望者等の情報を提供したり、移住希望者等と受入れ

地域の方との面談の機会を設定したりして、両者の良好な関係の構築を図り、実際

に移住等の実現後に地域コミュニティの皆が安心した暮らしができるよう支援し

ます。 

 

（２）リフォームの支援 

・「南小国町住宅リフォーム補助金」の紹介 

既存住宅に住み続けられるため、又は所有者等の意向により売却又は賃貸として 

利活用するために、水回りの改修、バリアフリー化を行う際の支援として工事に係 

る費用の一部を補助します。 

 ・制度の拡充・新設 

空家等の利活用に向けて、現行の補助制度では十分に対応できない点もあるため、 

所有者等のニーズを把握し、それに応じた制度の拡充や新たな策を検討します。 

その際、地域経済活性化の観点から、地元産木材や地元事業者を活用することに 

  よる優遇措置も併せて検討します。 

 

（３）撤去・建て替え等の支援 

・空家等の撤去（解体・除却）費用の補助又は貸付け 



24 

 

必要経費の一部の補助又は貸付けを新たに検討します。持続可能な制度とするた 

め、国の補助金等の活用を検討するとともに、支援を受ける方の受益者負担につい 

ても検討していきます。 

・「南小国町民間賃貸住宅確保プロジェクト補助金」 

空家等の撤去後の跡地の利活用に向けて、新たに賃貸住宅を建設する個人や法人 

に対して、建設費用の一部を補助します。 

 

（４）行政主導による空家等の利活用及び除却に係る取組み 

 ・「移住定住促進空き家活用住宅事業」の実施 

   行政が所有者等から空家等を約 10 年間借上げ、行政主導により水回り等を中心

としたリフォームを行い、移住希望者等が利用できる施設として整備を行います。 

 ・行政所有の空家等の利活用及び除却の検討 

   既に行政が所有している又はこれから取得する見込みのある空家等（空き建築物

含む）について、地域活性化を促すような利活用について検討を進めていきます。 

   また、既に老朽化が進んでおり、利活用が困難な空家等については、除却も含め

検討を行います。 

 ・行政主導による空家等の除却及び跡地の利活用の検討 

   所有者等の事情により除却が困難となっている空家等について、所有者等に代わ

って行政が主導による空家等の除却やその跡地の利活用について、住環境の整備

や地域活性化を図ることを視野に検討を進めていきます。 
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■本町にて活用できる現行の補助制度の概要 

 

 ○南小国町住宅リフォーム助成事業補助金 

所有若しくは借用し、自己の居住の用に供している町内に存する住宅を、町内業者に

よりリフォームを行った者に対して、工事費用の一部を補助。 

（補助率 10％，上限 10 万円） 

 

○南小国町空き家バンク促進補助金 

南小国町空き家情報登録制度「空き家バンク」を通じて売買契約又は賃貸借契約を締

結した物件の所有者又は「空き家バンク」を利用し町内に移住してくる移住者等に対

して以下のとおり経費の一部を補助。 

・家財撤去又は引越しに係る経費  （補助率 1/2，上限 10 万円） 

・リフォームに係る経費      （補助率 1/2，上限 50 万円） 

 

○南小国町老朽危険空家等除却促進事業補助金 

南小国町内に所在する空家等の内、老朽かつ危険度が高い空家等の除却を行う個人又

は法人等に対して、除却費用の一部を補助。 

（申請受付後、老朽危険度調査を実施， 補助率 1/2，上限 50 万円） 

 

○南小国町民間賃貸住宅確保プロジェクト補助金 

南小国町内に賃貸住宅を建設する個人及び法人に対して、建設費用の一部を補助。 

  （戸建て住宅の専用面積×2 万円/㎡， 1 戸当たり上限 100 万円） 

 

○南小国町移住定住促進空き家活用住宅事業 

南小国町内にある空家等を所有者等から町が約 10 年間借上げ、水回り等を中心にリ

フォーム工事を実施し、完成した物件を中間管理住宅として移住希望者等に貸し出

す事業。借上げ期間中の建物に係る固定資産税は、公益性の高い建物として減免す

る。 

  （令和 7 年 12 月時点での整備件数 3 件） 
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図：空き家バンク制度イメージ図 
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６．空家等対策の実施体制 

空家等がもたらす問題は、環境や防災、建築等多岐にわたることから、関係部署や関

係機関が効果的に連携し、空家等対策に対応することが必要となります。そのため、空

家等に関する「相談窓口」と「庁内推進体制」を次のとおり整備するとともに、令和 2

年度に設立した「空家等対策協議会」における議論を踏まえ、対策を着実に進めます。 

また、空家対策と移住定住促進策を併せて効果的に推進していくために、専属の人員

配置も含めた実施体制の検討を行います。 

 

（１）庁内の組織体制及び役割 

  

課 名 役 割 

まちづくり課 

・空家等相談窓口 

・空家等の実態調査（必要に応じ関係課に協力依頼） 

・所有者等の特定 

・空家等情報のデータベース整備・管理 

・特定空家等と判断された空家所有者等への行政指導等の措置 

・空家等及び跡地の活用促進 

・空家等対策協議会及びその他関係機関との連絡、調整 

町民課 

・ゴミの不法投棄に関する相談対応 

・戸籍等の情報提供 

・南小国町環境美化条例に基づいた行政指導等の措置 

税務課 

・固定資産税課税台帳等の情報提供 

・固定資産税の住宅用地特例に対する対応 

・法定相続人の情報提供 

総務課 ・災害対応及び災害時の応急措置等 

福祉課 ・独居高齢者及び施設入所者等の情報提供 

農林課 ・農地等の情報提供 

建設課 

・道路交通安全確保等 

・民間賃貸住宅確保プロジェクト補助金の活用に係る助言等 

・行政代執行を行う場合の発注、施工等 

教育委員会 
・通学路の安全確保 

・その他児童及び生徒の危険防止 
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（２）南小国町空家等対策協議会の設置 

①趣旨 

空家等対策を実施するにあたり、意見及び協議を行うため有識者等による協議会を 

設置します。 

②所掌事務 

１ 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議 

２ 空家等の適正な管理及び利活用に関する事項についての協議 

３ 特定空家等の措置に関する協議 

４ 町長がその他空家等対策の執行に関し必要とする事項 

③構成 

南小国町空家等対策協議会の構成については、町長の他、地域住民代表、学識経験者

等とする。 

 

 

＜南小国町空家等対策協議会構成委員＞ 

 

NO. 氏名 組織・団体 備考 

１  南小国町長  

２  南小国町議会議員  

３  地元不動産業者  

４  熊本県建築士事務所協会理事  

５  熊本県司法書士会  

６  小国警察署刑事・生活安全課長  

７  
阿蘇広域行政事務組合消防本

部北部分署長 
 

８  赤馬場区長  

９  中原区長  

１０  満願寺区長  
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第５章 空家等対策の実施に係る必要な事項 

１．計画における目標値及び達成状況の評価 

計画が終了する令和 12 年度までの目標と評価について、次のとおり定めます。また、

達成状況の評価を毎年度 1回、又は目標を変更する場合に行います。 

 

 ＜目標＞ 

  

＜評価＞ 

 庁内会議で自己評価し、毎年度１回協議会で内容の確認及び評価を行う。 

 

２．地域での空家等対策の検討と情報の共有 

空家等の管理は一義的には、所有者等が適切に管理若しくは活用すべき問題ですが、

地域全体で対処方法を検討・共有することは有効であるため、南小国町空家等対策協議

会での検討状況や空き家の情報に関し、必要に応じ、広報誌やホームページを活用し広

く公開します。 

 

３．計画の変更 

本計画は、地域情勢の変化、法令や国の補助制度の改正、目標の達成状況の評価等必

要に応じて随時変更します。 

変更する場合は、南小国町空家等対策協議会で意見を求めます。 

部 類 目 標 目標の定義・説明 単 位 目標数値

総括 空家等及び跡地の利活用等
所有者等又は事業による
空家等の撤去又は利活用
及び跡地の利活用数

戸 30戸／5年間

空家等の予防に関する

情報提供

広報・ホームページ・ケーブル

テレビでの周知件数の合計
回 10回／年度

空家等に関する啓発 所有者等への通知件数 件 10件／年度

空家等に関する相談 窓口相談者数・相談会参加者数 人 10人／年度

利活用に関する情報提供
広報・ホームページ・ケーブル

テレビでの周知件数の合計
回 10回／年度

空き家バンクの登録 新規登録件数 件 5件／年度

空家等の利活用 空き家バンクのマッチング数 件 5件／年度

予防

利活用
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資料編 

 

１．空家等対策の推進に関する特別措置法 

 

目次 

第一章 総則（第一条―第八条） 

第二章 空家等の調査（第九条―第十一条） 

第三章 空家等の適切な管理に係る措置（第十二条―第十四条） 

第四章 空家等の活用に係る措置（第十五条―第二十一条） 

第五章 特定空家等に対する措置（第二十二条） 

第六章 空家等管理活用支援法人（第二十三条―第二十八条） 

第七章 雑則（第二十九条） 

第八章 罰則（第三十条） 

附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域

住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は

財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進

するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特別区を

含む。第十条第二項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の作成その他の空家

等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施

策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与するこ

とを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって

居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他

の土地に定着する物を含む。第十四条第二項において同じ。）をいう。ただし、国又

は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危

険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管

理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環

境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等

をいう。 

（国の責務） 

第三条 国は、空家等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 国は、地方公共団体その他の者が行う空家等に関する取組のために必要となる情報

の収集及び提供その他の支援を行うよう努めなければならない。 
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３ 国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、空家等の適切な管理及びその活

用の促進に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。 

（地方公共団体の責務） 

第四条 市町村は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空

家等に関する対策の実施その他の空家等に関して必要な措置を適切に講ずるよう努

めなければならない。 

２ 都道府県は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施そ

の他空家等に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対す

る情報の提供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよ

う努めなければならない。 

（空家等の所有者等の責務） 

第五条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境

に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共

団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

（基本指針） 

第六条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施

するための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 

三 所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項 

四 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するときは、あら

かじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞

なく、これを公表しなければならない。 

（空家等対策計画） 

第七条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するた

め、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」

という。）を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空 

家等に関する対策に関する基本的な方針 

二 計画期間 

三 空家等の調査に関する事項 

四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活 

 用の促進に関する事項 

六 特定空家等に対する措置（第二十二条第一項の規定による助言若しくは指導、 

 同条第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項から 
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第十一項までの規定による代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への 

対処に関する事項 

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 前項第五号に掲げる事項には、次に掲げる区域内の区域であって、当該区域内の空

家等の数及びその分布の状況、その活用の状況その他の状況からみて当該区域におけ

る経済的社会的活動の促進のために当該区域内の空家等及び空家等の跡地の活用が

必要となると認められる区域（以下「空家等活用促進区域」という。）並びに当該空

家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用の促進を図るための指針

（以下「空家等活用促進指針」という。）に関する事項を定めることができる。 

一 中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第二条に規定する 

中心市街地 

二 地域再生法（平成十七年法律第二十四号）第五条第四項第八号に規定する地域 

再生拠点 

三 地域再生法第五条第四項第十一号に規定する地域住宅団地再生区域 

四 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成二十年法律第四十号） 

第二条第二項に規定する重点区域 

五 前各号に掲げるもののほか、市町村における経済的社会的活動の拠点としての機 

能を有する区域として国土交通省令・総務省令で定める区域 

４ 空家等活用促進指針には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用に関する基本的な 

事項 

二 空家等活用促進区域における経済的社会的活動の促進のために活用することが 

必要な空家等の種類及び当該空家等について誘導すべき用途（第十六条第一項及び 

第十八条において「誘導用途」という。）に関する事項 

三 前二号に掲げるもののほか、空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡 

地の活用を通じた経済的社会的活動の促進に関し必要な事項 

５ 空家等活用促進指針には、前項各号に掲げる事項のほか、特例適用建築物（空家等

活用促進区域内の空家等に該当する建築物（建築基準法（昭和二十五年法律第二百一

号）第二条第一号に規定する建築物をいう。以下この項及び第九項において同じ。）

又は空家等の跡地に新築する建築物をいう。次項及び第十項において同じ。）につい

て第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第四十三条第二項（第一号に

係る部分に限る。次項において同じ。）の規定又は第十七条第二項の規定により読み

替えて適用する同法第四十八条第一項から第十三項まで（これらの規定を同法第八十

七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。第九項において同じ。）の規定

のただし書の規定の適用を受けるための要件に関する事項を定めることができる。 

６ 前項の第十七条第一項の規定により読み替えて適用する建築基準法第四十三条第

二項の規定の適用を受けるための要件（第九項及び第十七条第一項において「敷地特

例適用要件」という。）は、特例適用建築物（その敷地が幅員一・八メートル以上四
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メートル未満の道（同法第四十三条第一項に規定する道路に該当するものを除く。）

に二メートル以上接するものに限る。）について、避難及び通行の安全上支障がなく、

かつ、空家等活用促進区域内における経済的社会的活動の促進及び市街地の環境の整

備改善に資するものとして国土交通省令で定める基準を参酌して定めるものとする。 

７ 市町村は、第三項に規定する事項を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促

進区域内の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

８ 市町村（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項

の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市を除く。）は、第三項に

規定する事項を定める場合において、市街化調整区域（都市計画法（昭和四十三年法

律第百号）第七条第一項に規定する市街化調整区域をいう。第十八条第一項において

同じ。）の区域を含む空家等活用促進区域を定めるときは、あらかじめ、当該空家等

活用促進区域の区域及び空家等活用促進指針に定める事項について、都道府県知事と

協議をしなければならない。 

９ 市町村は、空家等活用促進指針に敷地特例適用要件に関する事項又は第五項の第十

七条第二項の規定により読み替えて適用する建築基準法第四十八条第一項から第十

三項までの規定のただし書の規定の適用を受けるための要件（以下「用途特例適用要

件」という。）に関する事項を記載するときは、あらかじめ、当該事項について、当

該空家等活用促進区域内の建築物について建築基準法第四十三条第二項第一号の規

定による認定又は同法第四十八条第一項から第十三項まで（これらの規定を同法第八

十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。第十七条第二項において同

じ。）の規定のただし書の規定による許可の権限を有する特定行政庁（同法第二条第

三十五号に規定する特定行政庁をいう。以下この項及び次項において同じ。）と協議

をしなければならない。この場合において、用途特例適用要件に関する事項について

は、当該特定行政庁の同意を得なければならない。 

１０ 前項の規定により用途特例適用要件に関する事項について協議を受けた特定行

政庁は、特例適用建築物を用途特例適用要件に適合する用途に供することが空家等活

用促進区域における経済的社会的活動の促進のためにやむを得ないものであると認

めるときは、同項の同意をすることができる。 

１１ 空家等対策計画（第三項に規定する事項が定められたものに限る。第十六条第一

項及び第十八条第一項において同じ。）は、都市計画法第六条の二の都市計画区域の

整備、開発及び保全の方針及び同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的

な方針との調和が保たれたものでなければならない。 

１２ 市町村は、空家等対策計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければな

らない。 

１３ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び実施に関し、情報の

提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

１４ 第七項から前項までの規定は、空家等対策計画の変更について準用する。 

（協議会） 

第八条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため

の協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 
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２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町

村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市

町村長が必要と認める者をもって構成する。 

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

第二章 空家等の調査 

（立入調査等） 

第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者

等を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を

行うことができる。 

２ 市町村長は、第二十二条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、

空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員若

しくはその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることが

できる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる

場所に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にそ

の旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難で

あるときは、この限りでない。 

４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を

示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈し

てはならない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する

情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施

行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目

的のために内部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているも

ののうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののため

に利用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者

等に関するものについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律

の施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、

関係する地方公共団体の長、空家等に工作物を設置している者その他の者に対して、

空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第十一条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、

又は賃貸するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさな

いよう適切に管理されているものに限る。）を除く。以下この条、次条及び第十五条

において同じ。）に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把
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握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

第三章 空家等の適切な管理に係る措置 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者

に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置） 

第十三条 市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置

すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当

該状態にあると認められる空家等（以下「管理不全空家等」という。）の所有者等に

対し、基本指針（第六条第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。）に即し、当

該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な

措置をとるよう指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等

の状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが

大きいと認めるときは、当該指導をした者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該

管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な具

体的な措置について勧告することができる。 

（空家等の管理に関する民法の特例） 

第十四条 市町村長は、空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認める

ときは、家庭裁判所に対し、民法（明治二十九年法律第八十九号）第二十五条第一項

の規定による命令又は同法第九百五十二条第一項の規定による相続財産の清算人の

選任の請求をすることができる。 

２ 市町村長は、空家等（敷地を除く。）につき、その適切な管理のため特に必要があ

ると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の八第一項の規定による

命令の請求をすることができる。 

３ 市町村長は、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に必

要があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の九第一項又は第

二百六十四条の十四第一項の規定による命令の請求をすることができる。 

第四章 空家等の活用に係る措置 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第十五条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行

う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情

報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

（空家等の活用に関する計画作成市町村の要請等） 

第十六条 空家等対策計画を作成した市町村（以下「計画作成市町村」という。）の長

は、空家等活用促進区域内の空家等（第七条第四項第二号に規定する空家等の種類に

該当するものに限る。以下この条において同じ。）について、当該空家等活用促進区

域内の経済的社会的活動の促進のために必要があると認めるときは、当該空家等の所

有者等に対し、当該空家等について空家等活用促進指針に定められた誘導用途に供す
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るために必要な措置を講ずることを要請することができる。 

２ 計画作成市町村の長は、前項の規定による要請をした場合において、必要があると

認めるときは、その要請を受けた空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する権利

の処分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（建築基準法の特例） 

第十七条 空家等対策計画（敷地特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）

が第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により公表

されたときは、当該公表の日以後は、同条第六項に規定する特例適用建築物に対する

建築基準法第四十三条第二項第一号の規定の適用については、同号中「、利用者」と

あるのは「利用者」と、「適合するもので」とあるのは「適合するもの又は空家等対

策の推進に関する特別措置法（平成二十六年法律第百二十七号）第七条第十二項（同

条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により公表された同条第一項に規

定する空家等対策計画に定められた同条第六項に規定する敷地特例適用要件に適合

する同項に規定する特例適用建築物で」とする。 

２ 空家等対策計画（用途特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）が第

七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により公表され

たときは、当該公表の日以後は、同条第五項に規定する特例適用建築物に対する建築

基準法第四十八条第一項から第十三項までの規定の適用については、同条第一項から

第十一項まで及び第十三項の規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特

定行政庁が、」と、「認め、」とあるのは「認めて許可した場合」と、同条第一項た

だし書中「公益上やむを得ない」とあるのは「空家等対策の推進に関する特別措置法

（平成二十六年法律第百二十七号）第七条第十二項（同条第十四項において準用する

場合を含む。）の規定により公表された同条第一項に規定する空家等対策計画に定め

られた同条第九項に規定する用途特例適用要件（以下この条において「特例適用要件」

という。）に適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを得ない」と、同条第

二項から第十一項まで及び第十三項の規定のただし書の規定中「公益上やむを得ない」

とあるのは「特例適用要件に適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを得な

い」と、同条第十二項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、特例

適用要件に適合すると認めて許可した場合その他」とする。 

（空家等の活用の促進についての配慮） 

第十八条 都道府県知事は、第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含

む。）の規定により公表された空家等対策計画に記載された空家等活用促進区域（市

街化調整区域に該当する区域に限る。）内の空家等に該当する建築物（都市計画法第

四条第十項に規定する建築物をいう。以下この項において同じ。）について、当該建

築物を誘導用途に供するため同法第四十二条第一項ただし書又は第四十三条第一項

の許可（いずれも当該建築物の用途の変更に係るものに限る。）を求められたときは、

第七条第八項の協議の結果を踏まえ、当該建築物の誘導用途としての活用の促進が図

られるよう適切な配慮をするものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、国の行政機関の長又は都道府県知事は、同項に規定する

空家等対策計画に記載された空家等活用促進区域内の空家等について、当該空家等を



37 

 

誘導用途に供するため農地法（昭和二十七年法律第二百二十九号）その他の法律の規

定による許可その他の処分を求められたときは、当該空家等の活用の促進が図られる

よう適切な配慮をするものとする。 

（地方住宅供給公社の業務の特例） 

第十九条 地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法（昭和四十年法律第百二十四号）

第二十一条に規定する業務のほか、空家等活用促進区域内において、計画作成市町村

からの委託に基づき、空家等の活用のために行う改修、当該改修後の空家等の賃貸そ

の他の空家等の活用に関する業務を行うことができる。 

２ 前項の規定により地方住宅供給公社が同項に規定する業務を行う場合における地

方住宅供給公社法第四十九条の規定の適用については、同条第三号中「第二十一条に

規定する業務」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及び空家等対策の推進に関

する特別措置法（平成二十六年法律第百二十七号）第十九条第一項に規定する業務」

とする。 

（独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務） 

第二十条 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法（平成十五年法

律第百号）第十一条第一項に規定する業務のほか、計画作成市町村からの委託に基づ

き、空家等活用促進区域内における空家等及び空家等の跡地の活用により地域におけ

る経済的社会的活動の促進を図るために必要な調査、調整及び技術の提供の業務を行

うことができる。 

（独立行政法人住宅金融支援機構の行う援助） 

第二十一条 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法（平

成十七年法律第八十二号）第十三条第一項に規定する業務のほか、市町村又は第二十

三条第一項に規定する空家等管理活用支援法人からの委託に基づき、空家等及び空家

等の跡地の活用の促進に必要な資金の融通に関する情報の提供その他の援助を行う

ことができる。 

 

第五章 特定空家等に対する措置 

第二十二条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、

修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま

放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害

となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項に

おいて同じ。）をとるよう助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空

家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相

当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図

るために必要な措置をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係

る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、

相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置
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を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提

出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はそ

の代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長

に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することがで

きる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項

の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を

行わなければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定に

よって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、

前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利

な証拠を提出することができる。 

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命

ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても

同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和二十三年法律第

四十三号）の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をし

てこれをさせることができる。 

１０ 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてそ

の措置を命ぜられるべき者（以下この項及び次項において「命令対象者」という。）

を確知することができないとき（過失がなくて第一項の助言若しくは指導又は第二項

の勧告が行われるべき者を確知することができないため第三項に定める手続により

命令を行うことができないときを含む。）は、市町村長は、当該命令対象者の負担に

おいて、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者（以下この項及

び次項において「措置実施者」という。）にその措置を行わせることができる。この

場合においては、市町村長は、その定めた期限内に命令対象者においてその措置を行

うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは市町村長又は措置実施者が

その措置を行い、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ公告しなければ

ならない。 

１１ 市町村長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な

状態にある等当該特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生

活環境の保全を図るために必要な措置をとる必要があると認めるときで、第三項から

第八項までの規定により当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、これらの

規定にかかわらず、当該特定空家等に係る命令対象者の負担において、その措置を自

ら行い、又は措置実施者に行わせることができる。 

１２ 前二項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第五条及び

第六条の規定を準用する。 

１３ 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他

国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 
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１４ 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができ

る。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又

は妨げてはならない。 

１５ 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第

三章（第十二条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。 

１６ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施

を図るために必要な指針を定めることができる。 

１７ 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土

交通省令・総務省令で定める。 

 

第六章 空家等管理活用支援法人 

（空家等管理活用支援法人の指定） 

第二十三条 市町村長は、特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項

に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管

理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる

業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、空家

等管理活用支援法人（以下「支援法人」という。）として指定することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称又は商号、

住所及び事務所又は営業所の所在地を公示しなければならない。 

３ 支援法人は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を変

更するときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

４ 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示し

なければならない。 

（支援法人の業務） 

第二十四条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空 

家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適

切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。 

二 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修そ 

の他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。 

三 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。 

四 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。 

五 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。 

六 前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は 

事務を行うこと。 

（監督等） 

第二十五条 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため

必要があると認めるときは、支援法人に対し、その業務に関し報告をさせることがで

きる。 

２ 市町村長は、支援法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと
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認めるときは、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべき

ことを命ずることができる。 

３ 市町村長は、支援法人が前項の規定による命令に違反したときは、第二十三条第一

項の規定による指定を取り消すことができる。 

４ 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければ

ならない。 

（情報の提供等） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情

報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。 

２ 市町村長は、支援法人からその業務の遂行のため空家等の所有者等を知る必要があ

るとして、空家等の所有者等に関する情報（以下この項及び次項において「所有者等

関連情報」という。）の提供の求めがあったときは、当該空家等の所有者等の探索に

必要な限度で、当該支援法人に対し、所有者等関連情報を提供するものとする。 

３ 前項の場合において、市町村長は、支援法人に対し所有者等関連情報を提供すると

きは、あらかじめ、当該所有者等関連情報を提供することについて本人（当該所有者

等関連情報によって識別される特定の個人をいう。）の同意を得なければならない。 

４ 前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。 

（支援法人による空家等対策計画の作成等の提案） 

第二十七条 支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に

対し、国土交通省令・総務省令で定めるところにより、空家等対策計画の作成又は変

更をすることを提案することができる。この場合においては、基本指針に即して、当

該提案に係る空家等対策計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。 

２ 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき空家等対策計画の作成

又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するもの

とする。この場合において、空家等対策計画の作成又は変更をしないこととするとき

は、その理由を明らかにしなければならない。 

（市町村長への要請） 

第二十八条 支援法人は、空家等、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な

管理のため特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、第十四条各項の規定に

よる請求をするよう要請することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めると

きは、第十四条各項の規定による請求をするものとする。 

３ 市町村長は、第一項の規定による要請があった場合において、第十四条各項の規定

による請求をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、

当該要請をした支援法人に通知するものとする。 

 

第七章 雑則 

第二十九条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する

対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に

対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 
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２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に

基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置

その他の措置を講ずるものとする。 

 

第八章 罰則 

第三十条 第二十二条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以

下の過料に処する。 

２ 第九条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定

による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の過料に処する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定

は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を

勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果

に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

附 則 （令和五年六月一四日法律第五〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 地方自治法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第四十二号）附則第二条

に規定する施行時特例市に対するこの法律による改正後の空家等対策の推進に関す

る特別措置法（以下この条において「新法」という。）第七条第八項及び第十八条第

一項の規定の適用については、新法第七条第八項中「及び同法」とあるのは「、同法」

と、「中核市」とあるのは「中核市及び地方自治法の一部を改正する法律（平成二十

六年法律第四十二号）附則第二条に規定する施行時特例市」とする。 

２ 新法第二十二条第十項及び第十二項（同条第十項に係る部分に限る。）の規定は、

この法律の施行の日（以下この条及び附則第六条において「施行日」という。）以後

に 新法第二十二条第十項後段の規定による公告を行う場合について適用し、施行日

前にこの法律による改正前の空家等対策の推進に関する特別措置法（次項において

「旧法」という。）第十四条第十項後段の規定による公告を行った場合については、

なお従前の例による。 

３ 新法第二十二条第十一項及び第十二項（同条第十一項に係る部分に限る。）の規定

は、施行日以後に同条第二項の規定による勧告を行う場合について適用し、施行日前

に旧法第十四条第二項の規定による勧告を行った場合については、なお従前の例によ
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る。 

（政令への委任） 

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関す

る経過措置を含む。）は、政令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定に

ついて、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その

結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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２．「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイド

ライン）【概要】 
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３．南小国町空家等対策協議会設置要綱 

 

〇南小国町空家等対策協議会設置要綱 

（設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」

という。）第７条第１項の規定に基づき、南小国町空家等対策協議会（以下「協議会」と

いう。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。 

（１）法第６条第１項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すこ

と。 

（２）法第６条第２項第４号及び第５号に規定する空家等の適正な管理及び利活用に

関すること。 

（３）法第６条第２項第６号に規定する特定空家等の措置に関すること。 

（４）前号に掲げるもののほか、町長がその他空家等対策の執行に関し必要とする事

項。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員１５人以内で組織する。 

２ 協議会の委員は、町長及び次の号に掲げる者のうちから町長が委嘱するもので構成

する。 

（１）町議会議員 

（２）学識経験者（法務、不動産、建築等） 

（３）区長 

（４）関係機関行政機関（消防、警察等） 

（５）その他、町長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は２年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とす

る。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を

代理する。 
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（会議） 

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。た

だし、委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は、町長が招集する。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

（意見の聴取） 

第７条 協議会は、会議のために必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会

議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。また、オンラインでの会議参加

や文書による意見聴取も可とする。 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、まちづくり課において処理する。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営について必要な事項は、

別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年７月１日から施行する。 
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＜令和７年度南小国町空家等対策協議会委員名簿＞ 

 

 （敬称略） 

NO. 氏名 組織・団体 備考 

１ 髙橋 周二 南小国町長 会長 

２ 佐藤  毅 南小国町議会議員 副会長 

３ 佐藤あさみ 
大仁産業株式会社 

（地元不動産業者） 
 

４ 坂本 健造 
熊本県建築士事務所協会 

常任理事 
 

５ 磯﨑 耕輔 熊本県司法書士会  

６ 荒木 航洋 小国警察署刑事・生活安全課長  

７ 岩永 孝綱 
阿蘇広域行政事務組合消防本部

北部分署長 
 

８ 北里 丈夫 赤馬場区長  

９ 河津  浩 中原区長  

１０ 佐藤 浩志 満願寺区長  

 


